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助言を行っています。

　監査等委員会は社外取締役３名を含めた取締役５名で構成し、監査の実効性確保のため、社内取締役２名を常勤の監査等委員として選任する
とともに、財務報告の信頼性確保のため財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員を配置しています。

　業務執行に関しては、経営環境の急速な変化に対応できる体制として執行役員制度を採用し、業務執行決定権限の相当部分を、業務執行取締
役及び取締役会にて選任された執行役員に委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。

　また、社長の諮問機関として、業務執行取締役及びカンパニープレジデント等で構成する経営会議を設置し、グループ経営における重要な経営
方針、経営戦略、経営課題等の審議を行っています。

　さらに、執行役員全員で構成する執行役員会を設置し、取締役会や経営会議等で決定した経営方針・経営計画に基づく業務執行方針を示達す
るほか、経営課題に関する意見交換等を行うことにより、グループ経営における意思統一を図っています。　

　当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、別添「コーポレート・ガバナンス体制図」をご覧ください。

　なお、監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役は、会社法第427条第１項及び定款第31条に基づき、その責任範囲を１千万
円北��勤��定すゲ��取締役壥題�＞瓨勿�のい婕れ��が旡゙�度�すら倁�ゐ当社�限鏡でいます。
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